
東海大学湘南学生会会則 

前  文 

東海大学湘南学生会は学生による学生のための 

大学つくりを行うことを活動方針とする。 

我々は学生会活動を通して、自分の世界を広げ、 

個人の可能性を伸ばし、人間として成長してい

くことを目的とする。 

 

第１章 総則 

第１条 東海大学湘南学生会（以後、「本会」と

称する）本部を東海大学湘南キャンパス

に置く。 

第２条 本会は東海大学湘南キャンパスに在籍す

る全学部生を持って構成する。 

第３条 組織図 

 

第４条 東海大学湘南キャンパス全学部生（以

後、「本会会員」と称する）は次の権利

及び義務を有する。 

   １．本会の諸機関に参加する権利 

   １．本会の会則を遵守し決定を守る義務 

第５条 本会の代表として次の役職を設置する。 

   １．会長１名 

   １．副会長１名以上３名以内 

第６条 本会に次の議決機関及び討議機関を設置

する。 

   １．学生総会 

   １．代表者会議 

   １．会計会議 

第７条 本会を運営する為に次の機関を設置する。 

   １．執行委員会(本会の運営) 

 １．監査委員会 (監査業務担当) 

   １．事務局(事務担当) 

   １．会計委員会(会計業務担当) 

   １．建学祭実行委員会(建学祭の運営) 

   １．特別企画実行委員会(学生還元のため

の企画運営) 

   １．体育会(運動部活動の振興) 

   １．クラブ連合会(部活動の振興) 

   １．食堂・購買運営委員会(食堂購買の利

用推進) 

第８条 東海大学湘南学生会会則（以後、「本会 

会則」と称する）に定められた、役職、 

機関、団体は次の義務を有する。 

   １．代表者会議によって決議された本会活 

動方針に沿って活動を行う義務 

   １．本会会員に活動計画と活動結果の報告 

を行う義務 

   １．その他、本会の会則に定められた事項 

を行う義務 

第９条 役職の任期は原則として 4 月 1 日から 

3 月 31 日迄とする。 

 

第２章 組織 

第１節 会長・副会長 

第１０条 会長は次の職務を行う。 

１．本会を代表する義務 

１．代表者会議の議長 

１．本会の代表として東海大学学生会全学

代表者会議への出席及び東海大学学生

会全学代表者会議の提言による職務 

１．表彰に関する職務 

第１１条 会長の選出については、代表者会議の

承認を経て、本会会員による選挙によ

って選出される。尚、副会長は代表者



会議によって推薦され、その内 1 名が

全学代表者会議事務局員を兼任する。 

 

第２節 学生総会 

第１２条 本会最高の議決機関として学生総会を 

置く。 

第１３条 学生総会は本会会員の二十五分の一以 

     上の出席を以って成立とし、出席会員 

     の四分の三以上の賛成を以って議決と 

     する。 

第１４条 学生総会の議事運営に関する一切は執 

行委員会が行う。 

第１５条 学生総会は次の場合に会長が召集しな 

ければならない。 

１．代表者会議が必要と認めた場合 

    １．本会会員の五十分の一以上の署名が 

あり、此れを監査委員会が確認した 

場合 

 

第３節 代表者会議 

第１６条 学生総会に次ぐ議決機関及び討議機関

として代表者会議を置く。 

第１７条 代表者会議は次の団体の長(以後、「代

表」と称する)及び会長及び監査委員

会によって構成する。 

    １．執行委員会(副執行委員長) 

    １．事務局 

    １．会計委員会 

    １．建学祭実行委員会 

    １．特別企画実行委員会 

    １．体育会常任委員会 

    １．クラブ連合会常任委員会 

１．食堂・購買運営委員会  

第１８条 代表者会議は、代表が発言権、発議権、 

議決権を有する。 

第１９条 代表者会議に於いて、次の事項につい 

て話し合わなければならない。 

    １．本会の活動方針について 

    １．予算案について 

    １．決算の報告について 

    １．各構成団体の活動について 

    １．その他、会員相互の意思反映となり

得るもの 

第２０条 代表者会議は議長によって召集される。

但し、召集の事務手続きは事務局が補

佐を行う。 

第２１条 代表者会議は、代表若しくは監査委員

会による開催要求があった場合に開催

される。 

第２２条 代表者会議は代表者全員の出席を以っ

て成立とし、代表者の三分の二以上を

以って議決とする。但し、不測の事態

により会議が開催できない場合は議長

及び監査委員会の承認を以って成立す

る事とする。 

 

第 4 節 会計会議 

第２３条 代表者会議に次ぐ議決機関及び討議機

関として会計会議を置く。 

第２４条 第１７条に明記されている団体の会計

責任者及び会計委員長・監査委員長に

よって構成する。 

第２５条 会計会議に於いて、次の事項につい 

て話し合わなければならない。 

    １．会計制度の改善について 

    １．団体間の会計業務の共有について 

    １．その他、会計業務に関わるもの 

第２６条 会計会議は、構成者による開催要求が

あった場合に開催される。 

第２７条 会計会議は構成者全員の出席を以って

成立とし、三分の二以上を以って議決

とする。 

 

第５節 執行委員会 

第２８条 本会会則の前文ならびに学生総会、学

生投票および代表者会議の基本方針に



基づき本会の運営を行うために、執行

委員会を設置する。 

第２９条 執行委員会は、次の役員が兼任する。 

    １．会長(執行委員長) 

    １．全学担当副会長(副執行委員長) 

    １．副会長及び事務局長、会計委員長 

(執行委員) 

第３０条 執行委員会は次の職務を行う。 

    １．本会会則の管理及び保管 

    １．特別機関の管理 

    １．7 号館の運用 

 

第６節 監査委員会 

第３１条 本会の各役職、機関、特別機関及び団

体の諸監査事務を行う為に、監査委員

会を設置する。 

第３２条 監査委員会は次の職務を行う。 

    １．本年度の役職、機関及び団体の物品

監査 

    １．本年度の役職、機関及び団体の会計

監査 

    １．本年度の役職、機関及び団体の活動

監査 

    １、その他、監査委員会が必要と認めた

もの 

第３３条 監査委員長及び監査委員は、前年度監

査委員長の推薦により、本会会員によ

る選挙によって選出される。尚、監査

委員の定員は原則 4 名とする。 

 

第７節 事務局 

第３４条 代表者会議を円滑に運営していく為に、

事務局を設置する。 

第３５条 事務局は次の職務を行う。 

１．代表者会議の議事運営補佐 

    １．代表者会議の議案作成事務 

    １．本会の事務 

    １．代表者会議が認めた事項 

第３６条 事務局は議事運営の為、書記を 1 名以

上設置する。 

第３７条 事務局長は執行委員会が推薦し、代表

者会議で承認される。又、局員は事務

局長により任命され代表者会議に報告

される。 

 

第８節 会計委員会 

第３８条 本会財政の管理統括を行う為、会計委

員会を設置する。 

第３９条 会計委員会は次の職務を行う。 

    １．会計会議の開催 

    １．会計会議の議長選出 

    １．予算折衝の実施 

    １．その他、財務に関する事項 

第４０条 会計委員長は執行委員会が推薦し、代

表者会議で承認される。又、局員は会

計委員長により任命され代表者会議に

報告される。 

 

第９節 建学祭実行委員会 

第４１条 教育・研究発表の場、実践的教育の場

として建学祭を開催する。この建学祭

を運営していく為に、建学祭実行委員

会を設置する。 

第４２条 建学祭実行委員会は、建学祭に関する

職務を行う。 

第４３条 建学祭実行委員長は建学祭実行委員会

内の互選により選出し、代表者会議で

承認される。又、委員は委員長により

任命される。 

 

第１０節 特別企画実行委員会 

第４４条 学生への還元を目的とする企画の立案

実行のための機関として、特別企画実

行委員会を設置する。 

第４５条 特別企画実行委員会は、次の職務を行

う。 



１．企画の立案 

１．代表者会議で議決された企画の運営 

１．一般サークルの管理及び会計監査 

第４６条 特別企画実行委員長は特別企画実行委

員会内の互選により選出し、代表者会

議で承認される。又、委員は委員長に

より任命される。 

 

第１１節 体育会 

第４７条 人間形成を目指し、広く社会に貢献す 

るために、体育会を設置する。 

第４８条 体育会常任委員会は次の職務を行う。 

１． 運動部活動の振興に関する職務 

１．東海大学湘南学生会体育会建学祭運

営委員会の管理及び会計監査 

１．下部団体の会計監査 

１．その他、体育会の目的を達成するた

めの必要な職務 

第４９条 体育会常任委員長は体育会内の互選に 

より選出し、代表者会議で承認され

る。 

又、委員は委員長により任命される。 

 

第１２節 クラブ連合会 

第５０条 建学の精神に則り、大学の思想と科学

の発展に寄与するために、クラブ連合

会を設置する。 

第５１条 クラブ連合会常任委員会は次の職務を

行う。 

１．部活動の振興に関する職務 

１．東海大学湘南学生会クラブ連合会建

学祭専門委員会の管理及び会計監査 

１．下部団体の会計監査 

１．その他、クラブ連合会の目的を達成

するための必要な職務 

第５２条 クラブ連合会常任委員長はクラブ連合

会内の互選により選出し、代表者会議

で承認される。又、委員は委員長によ

り任命される。 

 

第１３節 食堂・購買運営委員会 

第５３条 学生の食堂・購買利用を推進するた

め、食堂・購買部門の適正かつ円滑な

る運営を行うために食堂・購買運営委

員会を設置する。 

第５４条 食堂・購買運営委員会は次の内容につ

いて協議を行い大学と協議する。 

    1. 食堂メニュー及びサービス業務に関す

る事項 

    1. 購買品に関する事項 

    1. 環境整備に関する事項 

    1. ＰＲに関する事項 

    1. その他運営に関する事項 

第５５条 食堂・購買運営委員長は食堂・購買運

営委員会内の互選により選出し、代表

者会議で承認される。又、委員は委員

長により任命される。 

 

第１４節 東海大学学生会全学代表者会議事務局 

第５６条 東海大学学生会会則第６章による東海 

大学学生会全学代表者会議事務局員

は、 

代表者会議によって推薦され全学代表 

者会議で任命される。 

 

第１５節 東海大学学生健康保険互助組合 

第５７条 東海大学学生健康保険互助組合規約第 

４章第１０条による副理事長(学生代 

表)は第５６条で任命されたものが兼 

任する。 

 

第３章 財政 

第５８条 本会の経費は東海大学学生会会則第８ 

章による。 

第５９条 本会の会計については、本会が別に定 

める会計細則による。 



 

第４章 細則 

第１節 東海大学湘南学生会監査細則 

第６０条 監査委員会は本会会則に基づき、各構

成団体の物品監査、会計監査及び活動

監査を行い、その結果を代表者会議に

報告しなければならない。尚、違反が

認められた場合は勧告しなければなら

ない。 

第６１条 勧告については代表者会議での承認を

以て成立する。 

第６２条 翌年度本会役員選挙に於いて違反が見

受けられた場合、監査委員会は翌年度

本会役員選挙の無効を宣言し、その結

果を代表者会議に報告しなければなら

ない。 

第６３条 監査委員会は会計監査に当たり、会計

の収入及び支出に関して特に次の事項

に留意しなければならない。委細は会

計細則に於いて別記定める。 

     １．支出については支出すべき事項に

対して遺漏はないか、契約書、物

品、購入書、領収書その他付属書

類が完備されているか、その支出

に誤りはないか。 

     １．支出の内容が本会会則の定める目

的に適した用途で計上されている

か。 

     １．収入額と支出額の対照整理は適切

に行われているか。 

     １．監査委員会が指定した預金通帳の

複写を照合し、整合性が認められ

るか。 

第６４条 監査委員会は各構成団体が不適当な目

的で学生会費を使用した場合、その団

体に対して支出金の返納を要求する事

が出来る。 

第６５条 各構成団体は監査委員会から発行され

た要望書に基づき、財産目録書、予算

計画書、決算報告書、活動計画書、活

動報告書及びその他監査委員会が要望

した公文書等を監査委員会に提出しな

ければならない。 

第６６条 予算計画書、活動計画書、決算報告書

は代表者会議に於いて討議され、承認

を得なければならない。又、活動報告

書は代表者会議に於いて報告されなけ

ればならない。 

第６７条 各構成団体は監査担当を置き内部監査

を行わなければならない。 

 

第２節 東海大学湘南学生会会計細則 

第６８条 本会財政の管理統括は、会計委員会が

おこなうものとする。 

第６９条 各役職、機関、団体は会計責任者を置

き、各構成団体の代表者と共に金銭の

管理及び所定の報告を行う。 

第７０条 本会の予算案は会計委員会が作成し、

代表者会議の承認を得なければならな

い。 

第７１条 各構成団体は指定された期日迄に予算

計画書を会計委員会に提出しなければ

ならない。 

第７２条 各構成団体は予算計画書を作成する際、

会計委員会と監査委員会の合同による

予算折衝を受けなければならない。又、

予算折衝を受けていない各構成団体の

予算計画書は代表者会議に於いて審議

することは出来ない。 

第７３条 各構成団体は収支決算報告書及び関係

書類を設け、此れを保管し、指定され

た期日迄に監査委員会に提出しなけれ

ばならない。 

第７４条 各構成団体に残金が生じた場合、原則

として活動年度末に収支決算報告書を

添えて会計委員会に返納しなければな



らない。 

 

第３節 東海大学湘南学生会学生投票・選挙細則 

第７５条 本細則は、学生投票、本会会長、監査

委員長及び監査委員の選挙について適

用する。 

第７６条 本細則に於いて選挙に関する事務は、

選挙管理担当が管理する。尚、選挙管

理担当は本会役員の中から臨時で募集

し、代表者会議で承認される。 

第７７条 学生投票は次の場合に行い、期間は代

表者会議により決まる。 

１．代表者会議が必要と認めた場合 

    １．本会会員の五十分の一以上の署名が

あり、此れを監査委員会が確認した

場合 

第７８条 学生投票及び役員選挙の期間は、少な

くとも 7 日前に公示しなければならな

い。 

第７９条 投票は無記名式直接投票により行う。 

第８０条 投票は各議題につき、一人一票に限り、

有効投票数の過半数の賛成票を以って、

決議及び信任される。 

第８１条 学生投票は賛成、反対、棄権の 3 種類

とし、役員選挙は信任、不信任、棄権

の 3 種類とする。 

 

第４節 東海大学湘南学生会代表者会議議事細則 

第８２条 本会会則に則り、代表者会議は代表者

全員の出席を以て、成立とする。 

第８３条 代表者は次の義務を負う。 

     １．代表者会議に出席する義務 

     １．東海大学湘南学生会代表者会議議

事細則(以後、本細則と称する)を

遵守し、その目的達成に努力する

義務 

     １．代表者会議の場に於いて本会会員

の意志反映を心掛け、その活動内

容を選出母体である会員に報告す

る義務 

     １．代表者会議での発言、審議及び決

定に責任を持ちその実施を監視す

る義務 

第８４条 議長は本会会則に則り会長が兼職し、

書記は事務局が設置する。尚、議長は

代表者会議の承認を得て副議長を設置

することができる。 

第８５条 本会会員は本会会則に則り、議長の承

認を受け、代表者会議を傍聴する事が

出来る。 

第８６条 代表者会議に於ける各代表の権利は平

等である。 

第８７条 代表に何らかの都合により代表者会議

に出席することが出来ない場合、委任

状を代表者会議開催迄に監査委員会に

提出し、代表の代理として出席する事

が出来る。但し、監査委員会は委任が

適正かどうかを判断しなければならな

い。 

第８８条 代表者会議に於いて次の団体は議題を

提出することが出来る。但し、提出す

る場合は原則として議案書作成以前に

事務局へ議案を提出しなければならな

い。 

     １．執行委員会 

１．監査委員会 

     １．事務局 

１．会計委員会 

     １．建学祭実行委員会 

     １．特別企画実行委員会 

     １．体育会常任委員会 

     １．クラブ連合会常任委員会 

１．食堂・購買運営委員会 

第８９条 議案はすべて事務局の指定した期日迄

に事務局に提出し、議案書を作成する。

議案書は代表者会議開催 7 日前迄に公



布しなければならない。但し、議案書

公布日以前事務局への直接の相談が有

り、且つ事務局長が正当な理由である

と判断した場合に限り、提出の遅れを

認める。参考資料を要する議案の場合

は、参考資料も共に７日前迄に公布し

なければならない。また、公的ではな

い理由、心情等による公布・開示の延

期はその一切を認めない。 

第９０条 議長による採決の宣告後、本会会則に

則り代表者の三分の二以上を以て、議

決とする。 

 

第５章 付則 

第９１条 各団体は団体責任者の指名により団体 

責任者代理を設置することが出来る。 

尚、会長代理及び監査委員長代理につ 

いては代表者会議の承認を必要とす

る。 

第９２条 執行委員会は代表者会議での承認によ 

り特別機関を設置することが出来る。 

第９３条 本会会員は、本会に定められた各役 

職・機関を兼ねることは原則出来な

い。 

各役職・機関を兼ねる場合は代表者会 

議によって承認を得なければならな

い。 

第９４条 各団体が会則及び規約・細則を作成す 

る場合は、代表者会議で承認を得なけ 

ればならない。 

第９５条 本会則に明記されていない問題が発生 

した場合は、代表者会議の場で話し合 

い必要な対策を決める。 

 

本会会則の公布、施行、改正日は以下の通りとす 

る。 

２０２６年 ２月１１日   公布 

２０２６年 ２月１５日   施行 

 

 

付則規約一覧 

・東海大学湘南学生会監査要綱 

・東海大学湘南学生会会計内規 

・東海大学湘南学生会表彰内規 

・東海大学湘南学生会体育会会則 

・東海大学湘南学生会クラブ連合会会則 

 


